
議
案
第
五
十
八
号 

 

宇
部
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
中
一
部 

改
正
の
件 

 

宇
部
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例

第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
七
日
提
出 

 

 
 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
二
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

を
い
う
。 

六 

利
用
特
定
個
人
情
報 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
及
び
情
報
連
携
」
を
「
範
囲
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
別
表
第

二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法

別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
、
「
同
表
の
第
四
欄

に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
特

定
個
人
情
報
」
を
「
当
該
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
十
四
の
項
中
「
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
当
該
事
務
に
対
応
す
る

同
表
の
第
四
欄
に
生
活
保
護
関
係
情
報
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事

務
（
当
該
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
に

生
活
保
護
関
係
情
報
を
含
む
も
の
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

第
二
条 

四 

四 

 

五 

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務 

法
第
十
九
条
第

八
号
に
規
定
す
る
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を

い
う
。 

 

六 

利
用
特
定
個
人
情
報 

法
第
十
九
条
第
八
号

に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

（
個
人
番
号
の
利
用
及
び
情
報
連
携
） 
（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲 

 
 
 
 
 
 
 

） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務

は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
が
行
う
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
二
の
上
欄
に

掲
げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務

及
び
市
長
又
は
宇
部
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
別
表
第
二
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務

は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
が
行
う
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
二
の
上
欄
に

掲
げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務

及
び
市
長
又
は
宇
部
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
特
定
個
人
番
号

利
用
事
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
又
は
教
育

委
員
会
は
、
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事

務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
同
表
の
第

四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が

保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
法
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個
人
番
号
利
用

事
務
実
施
者
か
ら
当
該
特
定
個
人
情
報 

 
 
 

の
提

供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
又
は
教
育

委
員
会
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務 

 
 
 
 
 
 
 
 

務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
利
用
特
定

個
人
情
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
っ
て
自
ら
が

保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
法
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個
人
番
号
利
用

事
務
実
施
者
か
ら
当
該
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
四 

市
長 

法
別
表
第
二

の
第
二
欄
に

掲
げ
る
事
務

（
当
該
事
務 

外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報
で
あ
っ
て
市

規
則
で
定
め
る
も
の 

機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
四 

市
長 

特
定
個
人
番

号
利
用
事
務

（
当
該
特
定

個
人
番
号
利

外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報
で
あ
っ
て
市

規
則
で
定
め
る
も
の 
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に
対
応
す
る

同
表
の
第
四

欄
に
生
活
保

護
関
係
情
報

が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
も
の

利
用
特
定
個

人
情
報
に
に

限
る
。
）
で

あ
っ
て
市
規

則
で
定
め
る

も
の 

 

 

 

用
事
務
を
処

理
す
る
た
め

に
必
要
と
さ

れ
る
利
用
特

定
個
人
情
報

に
生
活
保
護

関
係
情
報
を

含
む
も
の
に

限
る
。
）
で

あ
っ
て
市
規

則
で
定
め
る

も
の 
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議案第５８号 

宇部市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例中

一部改正の件  

 

１ 要旨 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 条例改正に係る法の主な改正内容 

この度の法の一部改正により、個人番号の利用範囲拡大及び個人番号による迅速な情

報連携が可能となる。 

条例改正に係る法の主な改正内容は、次のとおり。 

（１） 個人番号の利用範囲の拡大 

改正前の法においては、別表第１に掲げる事務についてのみ個人番号が利用できるこ

ととされていた。 

この度の法の一部改正により、別表第１が別表に改められ、改正後の別表に掲げる事

務に加え、当該事務に準ずる事務で性質が同一であって主務省令で規定されたものにつ

いても、個人番号の利用が可能となった。 

（２） 個人番号による情報連携規定の見直し 

改正前の法においては、別表第２に掲げる事務についてのみ個人番号による情報連携

を行うことができた。 

この度の法の一部改正により、別表第２が廃止され、改正後の別表に掲げる事務であ

って主務省令で規定されたものについて個人番号による情報連携を行うことが可能とな

った。 

（３） 特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報 

別表に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受ける事によって効率化を図

るべきものとして主務省令で定めるものを「特定個人番号利用事務」とし、また特定個

人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものを

「利用特定個人情報」と位置付ける。 

 

３ 条例改正の内容 

（１）法別表第２の廃止に伴う文言修正 

法別表第２に規定されていた、個人番号利用事務及び特定個人情報が主務省令で定

めることとされ、それぞれが特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報と位置付け

られたことから、整備を行うもの 

 

４ 施行日 

公布の日 



議
案
第
五
十
九
号 

 
宇
部
市
立
体
駐
車
場
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
立
体
駐
車
場
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
七
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

宇
部
市
駐
車
場
条
例 

第
一
条
中
「
立
体
駐
車
場
」
を
「
駐
車
場
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
立
体
駐
車
場
」
を
「
駐
車
場
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
宇
部
市
立
体
駐
車
場
」
を
「
宇
部
市
駐
車
場
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
宇
部
市
立
体
駐
車
場
」
を
「
宇
部
市
駐
車
場
」
に
改
め
、
「
、
高
さ
二
・
一
メ
ー

ト
ル
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
前
段
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
立
体
駐
車
場
部
分
に
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

自
動
車
は
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

宇
部
市
駐
車
場
の
平
面
駐
車
場
部
分
の
供
用
開
始
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

宇
部
市
立
体
駐
車
場
条
例 

宇
部
市
駐
車
場
条
例 

 
 
  

（
目
的
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
立
体
駐
車
場
（
公
用

車
を
駐
車
す
る
た
め
の
専
用
の
区
域
を
除
く
。
）

の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
駐
車
場
●
●
（
公
用

車
を
駐
車
す
る
た
め
の
専
用
の
区
域
を
除
く
。
）

の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
名
称
及
び
位
置
） 
（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

立
体
駐
車
場
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

駐
車
場 

 
 
 

の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

名
称 

宇
部
市
立
体
駐
車
場 

一 
名
称 

宇
部
市
駐
車
場 

 
 
 
 

（
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
の
範
囲
） 

（
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
の
範
囲
） 

第
三
条 

宇
部
市
立
体
駐
車
場
（
以
下
「
駐
車
場
」

と
い
う
。
）
に
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
積
載
物
を
含
む

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
段
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
立
体
駐
車
場
部
分
に
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
自
動
車
は
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

宇
部
市
駐
車
場
●
●
（
以
下
「
駐
車
場
」

と
い
う
。
）
に
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
積
載
物
を
含
む

長
さ
五
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
下

の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
段
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
立
体
駐
車
場
部
分
に
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
自
動
車
は
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の
と
す
る
。 
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議案第５９号 

宇部市立体駐車場条例中一部改正の件  

 

１ 要旨 

本庁舎西側に設置する宇部市駐車場の「平面駐車場部分」の供用開始に伴い、所要の整備

を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

区  分 
概  略 

改 正 前 改 正 後 

条例名 宇部市立体駐車場条例  宇部市駐車場条例 

目的 

（第 1条） 
立体駐車場の設置及び管理につ

いて必要な事項を定める 
 

駐車場の設置及び管理について

必要な事項を定める 
 

名称及び位置 

（第 2条） 
立体駐車場の名称及び位置は、 

宇部市立体駐車場 

宇部市常盤町一丁目十番地一 
 

駐車場の名称及び位置は、 

宇部市駐車場 

宇部市常盤町一丁目十番地一 

駐車すること

ができる自動

車の範囲 

（第 3条） 

普通自動車、小型自動車及び軽自

動車（二輪、三輪自動車以外）で、

積載物を含む長さが5メートル以

下、高さが 2.1メートル以下 

普通自動車、小型自動車及び軽自

動車（二輪、三輪自動車以外）で、

積載物を含む長さが5メートル以

下。ただし、立体駐車場部分に駐

車できる自動車は、高さ 2.1メー

トル以下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行日 

 令和６年７月１日 

（平面図）  



議
案
第
六
十
号 

 

地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
不
均 

 
一
課
税
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す

る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
七
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

   

第
二
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上

地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。 

「
説
明
」 

 

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令

第
七
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
不
均
一
課
税
の
適
用
期
間
の
延
長
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
） 

（
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
） 

第
二
条 

省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
公
示
日
（
以
下

「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定

を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
法
第
十
七
条
の
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）

の
間
に
、
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設

し
た
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ

る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該

家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
公
示
日

以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に

つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家

屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
以
下
「
特
別
償
却
設

備
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
の
税
率
は
、
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和

二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
）
第
六
十
二
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
を
課
す
べ

き
こ
と
と
な
る
最
初
の
年
度
（
以
下
「
初
年
度
」

と
い
う
。
）
以
後
三
年
度
間
に
限
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
公
示
日
（
以
下

「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定

を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
法
第
十
七
条
の
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）

の
間
に
、
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設

し
た
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ

る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該

家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
公
示
日

以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に

つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家

屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
以
下
「
特
別
償
却
設

備
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
の
税
率
は
、
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和

二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
）
第
六
十
二
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
を
課
す
べ

き
こ
と
と
な
る
最
初
の
年
度
（
以
下
「
初
年
度
」

と
い
う
。
）
以
後
三
年
度
間
に
限
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

1
0



 

議案第６０号 

地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の

不均一課税に関する条例中一部改正の件  

 

 

１ 要 旨 

本条例は、地域再生法において、事業者が、地方活力向上地域（首都圏等以外）での本

社機能の移転や拡充を行った場合に、当該事業者に対して、固定資産税の不均一

課税（軽減措置 （※１））を実施することで、地域経済の活性化や、雇用機会の創出に資す

ることを目的に平成２７年１２月に制定されたもの。 

地方公共団体が不均一課税等を行った場合の減収に対しては、普通交付税による減収補

てん措置が講じられており、このたび、地方税の不均一課税等に伴う減収補填措置を規定

する総務省令「地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令」の一部改正（令

和６年４月１日施行）が行われ、減収補填措置の適用期間が、令和６年３月３１日から令

和８年３月３１日に延長された。これに伴い、本市においても同様に、不均一課税の適用

期間の延長を行うもの。 

※1：通常の固定資産税率「1.4％」を年度に応じて軽減（３年度間に限る） 

区分 

移転型事業 

（東京 23 区から地方に本

社機能を移転する場合） 

拡充型事業 

（市内企業が本社機能

を拡充する場合） 

初年度 0%(0) 0.14%(1/10 課税) 

第２年度 0.35%(1/4 課税) 

第３年度 0.70%(2/4 課税) 

 

２ 改正内容 

(1)不均一課税の適用要件である「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画（※２）」の

県知事認定の適用期限の２年延長（第２条） 

（改正前）令和６年３月３１日 → （改正後）令和８年３月３１日 

⇒令和８年３月３１日までに、整備計画の認定を受けた事業者が不均一課税の対象となる。 

※2：①事業者が作成し、県が認定を行う。 

②対象資産は、本計画に基づき取得した資産（土地・家屋・機械装置等） 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、令和６年４月１日から適用 

  



報告第２号 

 

専決処分を報告し、承認を求める件 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、  

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和６年６月７日提出  

  

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 専決処分の内容  

宇部市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（令和６年条例第２５号）  

     ……… 別 紙  

２ 専決処分年月日  

令和６年３月３１日  
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別 
紙 

 
 

宇
部
市
条
例
第
二
十
五
号 

 

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

か
つ
、
市
民
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五
十
一
条
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に

改
め
る
。 

第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。 た

だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に

改
め
る
。 

第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
三
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
七
条
の
四
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
七
条
の
五 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第

五
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除

1
8



額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
次
条

及
び
附
則
第
七
条
の
七
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
三

十
四
条
の
三
、
第
三
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
二
項
、
附
則

第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
、
前
条
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
四
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
五

第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
前
条
中
「
附

則
第
五
条
の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
五
条
の
八
第
六
項
」

と
、
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
課
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規

定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
の

同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、
「
、
前
々
年
中
」

と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
前
々
年
中
」
と
す
る
。 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
六 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
記

載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収

に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
を
い
う
。
）
、
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の

県
民
税
の
額
（
法
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し

た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
を
い
う
。
）
及
び
普
通
徴
収

に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通

徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
額
、
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税

の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に

係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る

個
人
の
住
民
税
の
額
を
四
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
三
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
か
ら

控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
四
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

1
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「
第
一
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通

徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ

れ
の
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者

の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納

期
の
納
付
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
第
二
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
第
二
期
納
期
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
四
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
三
期
納
期
」
と
い
う
。
）

及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四
期
納
期
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
一
期

納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
三
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の

者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
四
期

納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合

計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第

一
期
納
期
、
第
二
期
納
期
及
び
第
三
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
四
期
納
期
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県

民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

２ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
（
第
一
期
納
期
か
ら
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項
の
規
定
に

よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。 

（
令
和
六
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
七 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
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税
（
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
民
税
」
と
い
う
。
）
の
額

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係

る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額
（
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ

る
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所

得
割
額
及
び
均
等
割
額
（
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て

「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額

及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額

控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る

個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特

別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
二
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は

当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第

一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
対
象
税
額
」

と
い
う
。
）
並
び
に
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す

る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
税
額
」
と
い
う
。
）

は
、
第
一
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る

個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
第
二
期
納

期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前

の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）

に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
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民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
金
額
」

と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ

の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特

別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
第
二
期
納
期
に
お

い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当

す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分

金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、

第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属

す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金

額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金

所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税

額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割

金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金

額
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、

そ
の
者
の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通

徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
並
び
に
当
該

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は

な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ

の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者

の
分
割
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

五 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

2
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控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額

及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特

別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、

同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る

所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係

る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
七

条
の
七
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

３ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
民
税

の
額
（
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特
別
税

額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又

は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し

た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か

ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、

同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金

額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者

の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の

初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も

の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
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の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
二
月
一
日

か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す

る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合

に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
に

相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係

る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
七

条
の
七
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

５ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
き
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
七
条
の
八 

令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
十
二
第
三
項
及
び

第
四
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控

除
額
を
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
四
条
の
三
、

第
三
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、

附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
四
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。 

附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
附
則
第
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三

十
四
条
の
九
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
及
び
前
条
」
を
加
え
、
「
同
項
」

を
「
第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
と
あ
る
の
は
、
「
前
三
条
」
を
「
と
あ
る
の
は
「
前
三

条
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
前

条
、
附
則
第
八
条
第
二
項
及
び
」
と
、
前
条
中
「
附
則
第
七
条
の
四
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
七
条
の
四
、
次
条
第
二
項
及
び
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
二
中
第
二
十
項
を
削
り
、
第
十
九
項
を
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
附

則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ハ
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
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六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
イ
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二

号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、

同
条
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項

第
三
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二

十
五
項
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十

四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

１ ３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
七
分
の
六
と
す
る
。 

附
則
第
十
条
の
二
第
二
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三

十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
三
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十

五
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
」
を
「
附
則

第
十
五
条
第
四
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
三
第
十
四
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十

七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項

中
「
附
則
第
七
条
第
十
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
二

項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
項
各
号

に
規
定
す
る
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項

と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
附
則
第
七
条
第
九
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
項
各
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
七
条
第
八
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第

九
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

市
長
は
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区
分

所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
長

期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
五
条
第
四

項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
施
行

規
則
附
則
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
区
分
所
有
に
係
る

住
宅
が
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら

令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。 
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附
則
第
十
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
令
和
四
年
度
又
は
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
又
は

令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
四
年
度
分
又
は
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
七

年
度
分
又
は
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
四

年
度
類
似
適
用
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
七
年
度
類
似
適
用
土
地
」
に
、
「
令

和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら

令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令

和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
「(

商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五)
」
及
び
「(

令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額)
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
令
和
四
年
度

分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
の
三
中
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）

附
則
第
十
四
条
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
附
則

第
二
十
一
条
」
に
、
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら

令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年

度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
及
び
「(
令
和
三
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額)

」
を
削
る
。 

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令

和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
四
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
十
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

2
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五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
十
八
条
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
三
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の

五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
二
十
条
の
三
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 
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第
二
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
税
賦
課
徴
収

条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

２ 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
旧
法
附
則
第

十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内
保
育

施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
市
民
税
の
減
免
） 

（
市
民
税
の
減
免
） 

第
五
十
一
条 

第
五
十
一
条 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
市
民
税
の
減
免
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
、

当
該
者
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
市
民
税
を
減
免
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り 

 

市
民
税
の
減
免
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
、

当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
市
民
税
を
減
免
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
市
民
税
の
減
免
を
受

け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

 

市
民
税
の
減
免
を
受

け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
は 

 
 

 
 
 
 

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
固
定
資
産
税
の
減
免
） 

（
固
定
資
産
税
の
減
免
） 

第
七
十
一
条 

第
七
十
一
条 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
固
定
資
産
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り 

 

固
定
資
産
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が

同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
固
定
資
産
税
の
減
免

を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

 

固
定
資
産
税
の
減
免

を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に

は 
 
 
 
 
 

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
） 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
） 

第
百
三
十
九
条
の
三 

第
百
三
十
九
条
の
三 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
土
地
保
有
税
の
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
、

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り 

 

特
別
土
地
保
有
税
の
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
、
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次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取

得
す
る
土
地
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保

有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取

得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保

有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
土
地
保
有
税
の

減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

 

特
別
土
地
保
有
税
の

減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

附 

則 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特

例
） 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特

例
） 

第
七
条
の
四 

第
七
条
の
四 

 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控

除
） 

第
七
条
の
五 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税

に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ

る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
次
条
及
び
附
則
第
七

条
の
七
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義

務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
三
十
四
条
の
三
、
第
三

十
四
条
の
六
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
附
則

第
五
条
第
二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第

七
条
の
三
の
二
第
一
項
、
前
条
及
び
附
則
第
九
条

の
二
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

三
十
四
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
五
第
一

項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
前
条
中
「
附
則
第
五
条

の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
の
六

第
二
項
及
び
第
五
条
の
八
第
六
項
」
と
、
第
四
十

七
条
の
五
第
一
項
中
「
課
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
附
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則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の
前
々
年

中
」
と
あ
る
の
は
「
の
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な

い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、

「
、
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
七
条

の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
す
る
。 

 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書

に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
六 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
記
載
す

べ
き
各
納
期
の
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

一 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税

の
額
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係

る
個
人
の
市
民
税
の
額
を
い
う
。
）
、
特
別
税

額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税

の
額
（
法
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に

算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税

の
額
を
い
う
。
）
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林

環
境
税
の
額
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個

人
の
住
民
税
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
者

の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、
普

通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
及
び
普
通

徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
を
控

除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴

収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除

前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
を

四
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全

額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

3
1



 

こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）

に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税

の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」

と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納

税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額

は
、
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
期
の

納
期
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て
「
第
一
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か
ら
そ
の
者

の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
そ
の
他
の
そ

れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金

額
と
す
る
。 

二 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴

収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分

割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納

付
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の

と
し
、
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
期

の
納
期
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
第
二
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割

金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の

個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控

除
し
た
額
と
し
、
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
第
三
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

三
期
納
期
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
第
四
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
第
四
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴

収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割

金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
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者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に

二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ

き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第

二
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
三

期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額

と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金

額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個

人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除

し
た
額
と
し
、
第
四
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の

者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴

収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割

金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
以

上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記

載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
一
期
納
期
、

第
二
期
納
期
及
び
第
三
期
納
期
に
お
い
て
は
な

い
も
の
と
し
、
第
四
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の

者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、

普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
及
び
普

通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
と

す
る
。 

２ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
（
第
一
期
納

期
か
ら
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
普
通

徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ

た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
普
通

徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
令
和
六
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係

る
個
人
の
市
民
税
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
七 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
（
第
三

項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個

人
の
市
民
税
」
と
い
う
。
）
の
額
及
び
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
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収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人

の
市
民
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税

の
額
（
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
第

四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及

び
均
等
割
額
（
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行

う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
（
以
下

こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に

係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
年

金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合

算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民

税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
が

そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係

る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の

年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
特

別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市

民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に

係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
で
除
し
て
得
た
金
額

（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

二
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別

税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」

と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
一
期
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納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
普
通
徴
収
の
方
法
に

よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
普
通
徴
収
対
象
税
額
」
と
い
う
。
）

並
び
に
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
徴

収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴

収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収

対
象
税
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
期
納
期
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か
ら
そ
の

者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す

る
税
額
、
第
二
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

第
二
期
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別

税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額

に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該

金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と

い
う
。
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者

の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人

の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す

る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
金

額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十

二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す

る
税
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の

者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い

場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴

収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
け
る
税
額
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は
な
い
も
の
と
し
、
第
二
期
納
期
に
お
い
て
は

そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期

分
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得

に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十

一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

十
月
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税

額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の

第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
の
合

計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象

税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納

期
及
び
第
二
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も

の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十

月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
の
合

計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の

市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す

る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の

第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
の

合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一

期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、
そ
の

者
の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の

合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
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象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期

納
期
及
び
第
二
期
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初

日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と

し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期

分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者

の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合

計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の

市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
二
月
一
日
か
ら

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者

の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

五 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の

第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
及
び

そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場

合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収

対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期

並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月

一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
二
月
一

日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は

そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均

等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

四
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当

該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収

対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
七
条
の
七
第
一
項

各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴

収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

３ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
年

金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
民
税
の
額
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（
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴

収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控

除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

か
ら
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の

全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）

に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税

の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
金
額
」
と

い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収

対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年

の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者

の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特

別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割

金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分

割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同

年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
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そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特

別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

税
額
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相

当
す
る
税
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分

割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と

し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
四
十
七
条
の
五

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に

係
る
特
別
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す

る
。 

４ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

四
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当

該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収

対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
七
条
の
七
第
三
項

各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴

収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

５ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
き
第
四

十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控

除
） 

第
七
条
の
八 

令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
十
二
第
三
項
及
び
第
四

項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民

税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
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同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
対
象
納

税
義
務
者
の
第
三
十
四
条
の
三
、
第
三
十
四
条
の

六
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
附
則
第
五
条
第

二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三

の
二
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
四
及
び
附
則
第
九

条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

か
ら
控
除
す
る
。 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税

の
課
税
の
特
例
） 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税

の
課
税
の
特
例
） 

第
八
条 

第
八
条 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特

別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
十
三
条
か
ら

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
六
か
ら

第
三
十
四
条
の
八
ま
で
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、

附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三
の

二
第
一
項
及
び
前
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
附
則
第
六
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特

別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
十
三
条
か
ら

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
六
か
ら

第
三
十
四
条
の
八
ま
で
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、

附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三
の

二
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
附
則
第
六
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

三
十
四
条
の
九
第
一
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

 
 

 
 

 
 

 
 

中
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は

、
「
前
三
条
並
び
に
附
則
第
八
条
第
二
項
」
と
す

る
則
第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
及
び
」
と
あ

る
の
は
「
前
条
、
附
則
第
八
条
第
二
項
及
び
」
と

、
前
条
中
「
附
則
第
七
条
の
四
及
び
」
と
あ
る
の

は
「
附
則
第
七
条
の
四
、
次
条
第
二
項
及
び
」
と

す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

三
十
四
条
の
九
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一

項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
四
条
の
九
第
一
項
中
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は

「
前
三
条 

並
び
に
附
則
第
八
条
第
二
項
」
と
、

附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
及
び
」
と
あ

る
の
は
「
前
条
、
附
則
第
八
条
第
二
項
及
び
」
と

、
前
条
中
「
附
則
第
七
条
の
四
及
び
」
と
あ
る
の

は
「
附
則
第
七
条
の
四
、
次
条
第
二
項
及
び
」
と

す
る
。 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
の
条
例
で
定

め
る
割
合
） 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
の
条
例
で
定

め
る
割
合
） 

第
十
条
の
二 

第
十
条
の
二 

１２ 

１２ 

4
0



 

 

１３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に
規

定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
割
合
は
、
七
分
の
六
と
す
る
。 

１３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１５ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１５ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
ハ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１６ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

１６ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１７ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
イ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１７ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１８ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１８ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１９ 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ハ
に

規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

１９ 

２０ 

２０ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

 

２１ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

２１ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

２２ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

２２ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

２３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。 

２３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。 

２４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

２４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る

条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
） 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
） 

第
十
条
の
三 

第
十
条
の
三 

２ 

２ 
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３ 

市
長
は
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は

第
二
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区
分
所
有

に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提

出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
長
期
優
良
住

宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年

法
律
第
八
十
七
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
三
項

に
規
定
す
る
期
間
内
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第

四
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、

当
該
区
分
所
有
に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第
十
五
条

の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

４ 

４ 

５ 

５ 

６ 

６ 

７ 

７ 

８ 

８ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
の
高
齢
者
等
居

住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
五
項
の
高
齢
者
等
居
住

改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
八
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

９ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
の
高
齢
者
等
居

住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
五
項
の
高
齢
者
等
居
住

改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
九
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

９ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
の
熱
損
失
防
止

改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
十
項
の
熱
損
失
防
止
改

修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
九
項
に
規

定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日

か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
九
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

１０

 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
の
熱
損
失
防
止

改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
十
項
の
熱
損
失
防
止
改

修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
九
項
に
規

定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日

か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

4
2



 

１０ 
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完

了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第

十
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１１ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完

了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第

十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１１ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅

専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
十
五
条
の
九

第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が

完
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条

第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１２ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅

専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
十
五
条
の
九

第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が

完
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条

第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１２ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る

家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る

同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
三
月

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
六
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

１３ 

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る

家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る

同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
三
月

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

１３ 

法
附
則
第
十
五
条
の
十
第
一
項
の
耐
震
基
準

適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋

に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
補
助

に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の

耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
又
は
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震

改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
に

１４ 

法
附
則
第
十
五
条
の
十
第
一
項
の
耐
震
基
準

適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋

に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
補
助

に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の

耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
又
は
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震

改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
に
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規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五 

施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
七
項
に
規
定
す

る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当
該
耐
震
基

準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用 

五 

施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
八
項
に
規
定
す

る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当
該
耐
震
基

準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用 

１４ 

１５ 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
に
関

す
る
用
語
の
意
義
） 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
に
関

す
る
用
語
の
意
義
） 

第
十
一
条 

第
十
一
条 

（
令
和
四
年
度
又
は
令
和
五
年
度
に
お
け
る
土
地
の

価
格
の
特
例
） 

（
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年
度
に
お
け
る
土
地
の

価
格
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二 

市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会

的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か

つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正
前
の
価
格
（
法
附
則
第

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格

を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著

し
く
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当

該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
は
、
第
六
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
四
年
度
分
又
は
令
和
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い

う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。 

第
十
一
条
の
二 

市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会

的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か

つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正
前
の
価
格
（
法
附
則
第

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格

を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著

し
く
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当

該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
は
、
第
六
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
七
年
度
分
又
は
令
和
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い

う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
令

和
四
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
四
年
度
類
似
適
用

土
地
で
あ
つ
て
、
令
和
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十
一
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
十

七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格

を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た

も
の
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
令

和
七
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
七
年
度
類
似
適
用

土
地
で
あ
つ
て
、
令
和
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十
一
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
十

七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格

を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た

も
の
と
す
る
。 
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（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和

五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
） 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
） 

第
十
二
条 
宅
地
等
に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和

五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額

は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当

該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に

同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
五
（
商
業
地
等

に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
（
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ

て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）

（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る

固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産

税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。 

第
十
二
条 

宅
地
等
に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額

は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当

該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に

同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
五
（
商
業
地
等

に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
（
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ

て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）

（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る

固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産

税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係

る
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
十
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五

条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係

る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
十
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五

条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
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ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す

る
。 

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す

る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係

る
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五
条
か

ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資

産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係

る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五
条
か

ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資

産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。 

４ 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
六
以
上
〇
・
七
以
下
の
も
の

に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の

三
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き

は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置

固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

４ 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
六
以
上
〇
・
七
以
下
の
も
の

に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の

三
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き

は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置

固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 
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５ 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
七
を
超
え
る
も
の
に
係
る
令

和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
十
分

の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十

九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の

三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。 

５ 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
七
を
超
え
る
も
の
に
係
る
令

和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
十
分

の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十

九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の

三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。 

（
用
途
変
更
宅
地
等
の
特
例
） 

（
用
途
変
更
宅
地
等
の
特
例
） 

第
十
二
条
の
三 

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
十
四
条 

 

あ
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
法
附
則
第
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な

い
こ
と
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
三 
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
法
附
則
第
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な

い
こ
と
と
す
る
。 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
） 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
） 

第
十
三
条 

農
地
に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額

が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額

に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該

農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
負

担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

第
十
三
条 

農
地
に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額

が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額

に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
に
、
当
該

農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
負

担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
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負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
三
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以

下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税

額
と
す
る
。 

負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
三
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以

下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税

額
と
す
る
。 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
） 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
五
条 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
十
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
、
第
三
百
四
十
九
条
の

三
の
二
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）

に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て

は
、
第
百
三
十
七
条
第
一
号
中
「
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と

あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係

る
附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規

定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。 

第
十
五
条 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
十
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
、
第
三
百
四
十
九
条
の

三
の
二
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）

に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て

は
、
第
百
三
十
七
条
第
一
号
中
「
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と

あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係

る
附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規

定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅

地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
十
八
年
一
月
一

日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
さ

れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
第
二
号
中
「
不
動
産

取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る

の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
（
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
う
。
）
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
五
十
四
条
の
三

十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令

第
五
十
四
条
の
三
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
価
格

（
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い

う
。
）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅

地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
十
八
年
一
月
一

日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
さ

れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
第
二
号
中
「
不
動
産

取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る

の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
（
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
う
。
）
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
五
十
四
条
の
三

十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令

第
五
十
四
条
の
三
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
価
格

（
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い

う
。
）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。 
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（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税

の
課
税
の
特
例
） 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税

の
課
税
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
三 

第
十
六
条
の
三 

３ 

３ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民

税
の
課
税
の
特
例
） 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民

税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
四 

第
十
六
条
の
四 

３ 

３ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
） 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
） 

第
十
七
条 

第
十
七
条 

３ 

３ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
） 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
） 

第
十
八
条 

第
十
八
条 
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５ 

５ 
四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
九
条 

第
十
九
条 

２ 

２ 

四 
四 

 
五 
附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
課
税
の
特
例
） 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
課
税
の
特
例
） 

第
二
十
条 

第
二
十
条 

２ 

２ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る

個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る

個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
二
十
条
の
二 

第
二
十
条
の
二 

２ 

２ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

5
0



 

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

５ 

５ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る

個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る

個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
二
十
条
の
三 

第
二
十
条
の
三 

２ 

２ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

５ 

５ 

四 

四 

 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七
条
の
五

第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
二
十
条
の
三
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。 

 

5
1



 

報告第２号 

専決処分を報告し、承認を求める件 

宇部市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（令和６年条例第

25 号）  

 

１ 要 旨 

「地方税法等の一部を改正する法律（令和6年法律第4号）」が令和6年 3月 30 日に公

布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により、令和6年3月31日付け

で行った宇部市税賦課徴収条例中一部改正に係る専決処分を報告し、承認を求めるもの。

今回の一部改正の概要は次のとおり。 

 

２ 改正内容 

(1) 個人市民税関係 

令和６年度分の個人市民税について、「定額減税」が実施されることに伴い、規定を新

設するとともに関連する条文を整理。 

令和６年分所得税及び令和６年度分個人住民税から納税義務者本人及び配偶者を含め

た扶養家族１人につき所得税３万円、個人住民税１万円が減税される。（控除しきれない

場合は給付金を支給） 

(2) 固定資産税関係 

① 土地に係る負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を令和６年度

から令和８年度まで、３年延長するための規定を整備。 

② 一定のバイオマス発電設備に係る課税標準の特例措置に係るわがまち特例の割合を 

定める規定の新設及び条文の整理。 

 

 

 

 

③ 認定長期優良住宅に対する固定資産税の税額を１/２とする減額措置について、申告 

書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には減額措置を適 

用できることとする規定の新設及び条文の整理。 

軽減期間：マンション７年度分、戸建て５年度分 

(3) その他 

災害時を念頭に、市民税、固定資産税等の減免に関して職権による減免を可能とする 

規定の整備。 

 

３ 施行日  

令和６年４月１日 

対象設備 
特例率 

（最初の３年度分） 

出力10,000KW以上20,000KW以下で、一般木質・農産物

残さ区分に該当する施設 
６/７ 



報告第３号 

 

専決処分を報告し、承認を求める件 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、  

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和６年６月７日提出  

  

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 専決処分の内容  

宇部市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例（令和６年条例第２６  

号）                          ……… 別 紙  

２ 専決処分年月日  

令和６年３月３１日  
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別 
紙 

 

宇
部
市
条
例
第
二
十
六
号 

 

宇
部
市
都
市
計
画
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

附
則
第
二
項
を
削
る
。 

附
則
第
三
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。 

附
則
第
四
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
三
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。 

附
則
第
五
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
四
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。 

附
則
第
七
項
の
前
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か

ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六

年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
都
市
計
画
税

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五
）
」
及
び
「
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、
前

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。 

附
則
第
八
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。 

附
則
第
九
項
中
「
附
則
第
七
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年

度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
八
項

と
す
る
。 

附
則
第
十
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
」
に
、
「
附
則
第
七
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
九
項
と
す
る
。 

附
則
第
十
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
ま
で
」
に
、
「
附
則
第
七
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
項
と
す
る
。 

附
則
第
十
二
項
中
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則

5
4



第
十
四
条
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
二

十
一
条
」
に
、
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま

で
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
一
項
と
す
る
。 

附
則
第
十
三
項
の
前
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度

か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和

六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
及
び
「
（
令

和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削

り
、
同
項
を
附
則
第
十
二
項
と
す
る
。 

附
則
第
十
四
項
中
「
附
則
第
七
項
及
び
第
九
項
」
を
「
附
則
第
六
項
及
び
第
八
項
」
に
、
「
附

則
第
七
項
及
び
第
十
項
」
を
「
附
則
第
六
項
及
び
第
九
項
」
に
、
「
第
八
項
、
第
十
項
及
び
第
十

一
項
」
を
「
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
、
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
、
「
第
十
二

項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す
る
。 

附
則
第
十
五
項
中
「
第
三
十
五
項
ま
で
、
第
三
十
八
項
、
第
三
十
九
項
、
第
四
十
三
項
若
し
く

は
第
四
十
六
項
」
を
「
第
三
十
四
項
ま
で
、
第
三
十
七
項
、
第
三
十
八
項
、
第
四
十
二
項
若
し
く

は
第
四
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
四
項
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
都
市
計
画
税
賦
課

徴
収
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

五
年
度
分
ま
で
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
政

府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内
保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対

し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

5
5



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

附 

則 

附 

則 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

２ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
二
分
の
一
と
す
る
。 

 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

３ 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
の
条
例
で
定
め
る

割
合
） 

５ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
三
と
す
る
。 

（
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市
計
画
税

の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す

べ
き
申
告
） 

（
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市
計
画
税

の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す

べ
き
申
告
） 

６ 

５ 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和

五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
） 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
） 

７ 

宅
地
等
に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額

が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税

に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地

等
が
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
法
第

七
百
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率

６ 

宅
地
等
に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額

が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税

に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地

等
が
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
法
第

七
百
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率

5
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を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。
）
に
百
分
の
五

（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
都
市
計
画

税
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計

画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三

（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か

ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計

画
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等

調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。
）
に
百
分
の
五

（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
都
市
計
画

税
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計

画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三

（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か

ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計

画
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等

調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

８ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係

る
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
●
●
●
●

●
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
十
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除

く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当

該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
を
超

え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係

る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
十
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除

く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当

該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
を
超

え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

９ 

附
則
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

に
係
る
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
か
ら

令
和
八
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

８ 

附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

5
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（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を

除
く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の

三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を

除
く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の

三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

10 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
六
以
上
〇
・
七
以
下
の
も
の

に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
七
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九

条
の
三
（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標

準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た

場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

９ 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が
〇
・
六
以
上
〇
・
七
以
下
の
も
の

に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
六
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九

条
の
三
（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
十

五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標

準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た

場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

11 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
の
負
担
水
準
が
〇
・
七
を
超
え
る
も
の
に
係
る

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
七
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三

百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は

附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

10 

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
の
負
担
水
準
が
〇
・
七
を
超
え
る
も
の
に
係
る

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
六
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三

百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は

附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

5
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都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た

場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た

場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

１２ 

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
十
四
条 

 

の
規
定
に

基
づ
き
、
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
法
附
則

第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

す
る
。 

１１ 

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
法
附
則

第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

す
る
。 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
） 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
） 

１３ 

農
地
に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
当
該

農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、

当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に

係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除

く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、

前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当

該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都

市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調

整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

１２ 

農
地
に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
当
該

農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、

当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に

係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除

く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、

前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当

該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都

市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調

整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。 

１４ 

附
則
第
七
項
及
び
第
九
項
の
「
宅
地
等
」
と
は

法
附
則
第
十
七
条
第
二
号
に
、
附
則
第
七
項
及
び

第
十
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
額
」
と
は
法
附
則
第
二
十
五
条
第
六
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第
十
八
条
第

六
項
に
、
附
則
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
項
及
び

第
十
一
項
の
「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第
十
七

１３ 

附
則
第
六
項
及
び
第
八
項
の
「
宅
地
等
」
と
は

法
附
則
第
十
七
条
第
二
号
に
、
附
則
第
六
項
及
び

第
九
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
額
」
と
は
法
附
則
第
二
十
五
条
第
六
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第
十
八
条
第

六
項
に
、
附
則
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

の
「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第
十
七
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条
第
四
号
に
、
附
則
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第

十
二
項
を
除
く
。
）
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附

則
第
十
七
条
第
八
号
ロ
に
、
前
項
の
「
農
地
」
と

は
法
附
則
第
十
七
条
第
一
号
に
、
同
項
の
「
前
年

度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附

則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
さ
れ
る
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

条
第
四
号
に
、
附
則
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第

十
一
項
を
除
く
。
）
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附

則
第
十
七
条
第
八
号
ロ
に
、
前
項
の
「
農
地
」
と

は
法
附
則
第
十
七
条
第
一
号
に
、
同
項
の
「
前
年

度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附

則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
さ
れ
る
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

１５ 

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
、
第
九
項
、
第
十
三

項
、
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
、
第
十
九
項
、

第
二
十
項
、
第
二
十
四
項
、
第
二
十
七
項
、
第
三

十
一
項
か
ら
第
三
十
五
項
ま
で
、
第
三
十
八
項
、

第
三
十
九
項
、
第
四
十
三
項
若
し
く
は
第
四
十
六

項
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
三
又

は
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
二
条
第
二
項
中
「
又

は
第
三
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三

十
三
項
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
若
し
く
は
第
六
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

１４ 

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
、
第
九
項
、
第
十
三

項
、
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
、
第
十
九
項
、

第
二
十
項
、
第
二
十
四
項
、
第
二
十
七
項
、
第
三

十
一
項
か
ら
第
三
十
四
項
ま
で
、
第
三
十
七
項
、

第
三
十
八
項
、
第
四
十
二
項
若
し
く
は
第
四
十
五

項
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
三
又

は
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
二
条
第
二
項
中
「
又

は
第
三
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三

十
三
項
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三

ま
で
若
し
く
は
第
六
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 
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報 告 第 ３ 号  

専 決 処 分 を 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 件  

宇 部 市 都 市 計 画 税 賦 課 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 令 和 ６ 年 条 例 第 ２ ６ 号 ）  

 

 

１ 要 旨 

 「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）」が令和６

年３月３０日に公布されたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、令和６年３月３１日付けで行った宇部市都市計画税賦課徴

収条例中一部改正に係る専決処分を報告し、承認を求めるもの。 

 

 

２ 改正内容 

(1) 都市計画税（土地）の負担調整等の延長（附則第６項から第１２項

まで） 

現行の負担調整措置を令和 6 年度から令和 8 年度まで、３年延長す

るための規定を整備。 

 

(2) 引用する法令の条項ずれを反映（附則第２項から第１４項まで）  

 

 

３ 施行日 

 令和６年 4 月 1 日 

 

 

 



報告第４号 

 

専決処分を報告し、承認を求める件 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、  

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和６年６月７日提出  

  

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 専決処分の内容  

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例（令和６年条例第２７号）  

                           ……… 別 紙

２ 専決処分年月日  

令和６年３月３１日  
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別 
紙 

 

宇
部
市
条
例
第
二
十
七
号 

 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
適
用
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
課
税

免
除
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

附
則
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

附 

則 

附 

則 

（
有
効
期
限
） 

（
有
効
期
限
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
。 

 

6
3



 

議案第４号 

専決処分を報告し、承認を求める件 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う 

固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

（令和６年条例第２７号） 

 

１ 要 旨 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条の地方税の課  

税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（令和  

３年総務省令第３１号）」の一部改正が、令和６年３月３０日に公布され、 

固定資産税の課税免除に係る減収補填措置が 3 年間延長された。  

これに伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項  

の規定により、令和６年３月３１日付で行った「過疎地域の持続的発展の  

支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条  

例」中一部改正に係る専決処分を報告し、承認を求めるもの。  
 
※（参考）過疎地域課税免除条例の内容（令和３年 9 月制定）  

 

 

 

 

 

 

 

２ 改正内容 

条例の有効期限の３年延長 

（改正前）令和 6 年３月３１日 →（改正後）令和９年３月３１日 

 

３ 施行日  

  公布の日（令和 6 年３月３１日） 

 

楠地域において、市の過疎計画「宇部市過疎地域持続的発展計画」

で振興すべきと定められた業種（製造業、情報サービス業等）の用

に供するために取得された固定資産について、３年度間、固定資産

税を課税免除するもの。 

減収分は、普通交付税による減収補填措置が適用される。 

 


